
第２子以降に係る保育料等の無償化を行い、子育て世帯における経済
的負担を軽減します

多子世帯（２人以上の子どもを養育する世帯）に係る保育料等の軽減措置については、国により「小学校就学前の兄弟の
うち」２人目に係る保育料を半額、３人目以降に係る保育料及び副食費を無償とするよう定められているが、現在本市では、
このうち第３子以降の無償化については「（年齢に制限を設けず）同一世帯で養育される兄弟のうち」に適用範囲を拡大し
実施している。一方で、第２子については国の基準に準じた取扱いとしているところであるが、子育て世帯の経済的負担を
軽減し、安心して子どもを育てることができるようにするため、第２子についても保育料及び副食費を無償とするもの。

【予算措置】
＜歳入＞保育園使用料（通常保育分） １２９，９４０千円

※第２子無償化による減額 △７９，４４０千円
保育園給食費保護者負担金 ４５，７８０千円

※第２子無償化による減額 △２６，０３０千円
＜歳出＞施設型給付費給付事業 ８９７，８２９千円

※第２子無償化による増額 ２５，８０３千円
新制度未移行幼稚園等副食費補助事業 ２９，６６３千円

※第２子無償化による増額 ２０，６７５千円

【事業内容】
同一世帯で養育される子のうち２人目の子どもについては、

３歳未満児では保育料を、３歳以上児では副食費を無償とする。
無償化対象額のうち、本市が徴収する費用は徴収せず、事業

者が徴収する費用は同額を本市から事業者に補助（給付）する。
【延べ対象児童数】
○公立保育園 ３歳未満児（保育料） 3,436人 71,890千円

３歳以上児（副食費） 5,916人 26,030千円
○私立保育所等 ３歳未満児（保育料） 1,626人 33,353千円

３歳以上児（副食費） 2,472人 9,614千円
○私立幼稚園 ３歳以上児（副食費） 3,864人 11,061千円
────────────────────────────

（合 計） 17,314人 151,948千円

令和６年（２０２４年）２月２２日
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問合せ 市民福祉部 幼児保育課 担当：冨田（とみた） 052-603-2211,0562-33-1111（内線 643）
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